
武蔵村山市高齢者見守り安心カード事業実施要綱 

平成２６年３月３１日 

訓令（乙）第２５号 

（目的） 

第１条 この要綱は、高齢者からの申請に基づき、当該高齢者の氏名、緊急連絡先等の

情報を登録し、その情報の一部を記載したカード又はキーホルダー（以下「カード等」

という。）を当該高齢者に貸与し、緊急時の対応や平時の見守りに活用する高齢者見

守り安心カード事業（以下「事業」という。）を実施することにより、高齢者が安心

して暮らせる地域社会の形成を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的

とする。 
 

（事業の実施） 

第２条 事業は、これを適切に運営することができると認められる社会福祉法人等に委

託して実施するものとする。 
 

（対象者） 

第３条 事業を利用することができる者（以下「対象者」という。）は、武蔵村山市内

に住所を有し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第５条に規定する住民基

本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ ６５歳以上の高齢者 

⑵ 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認めるもの 
 

（登録及びカード等の貸与） 

第４条 登録を希望する者は、見守り安心カード事業登録申込書兼更新届（第１号様式。

以下「申込書兼更新届」という。）により、緊急連絡先として指定する者から情報提

供の同意を得た上で、市長に申し込まなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、適当と認めるときは、当

該申込みに係る者について、申込書兼更新届の記載事項を見守り安心カード事業登録

者台帳に登録し、及び管理するとともに、登録番号を記載したみまもり安心カード（カ

ード形式）（第２号様式）又はみまもり安心カード（キーホルダー形式）（第３号様

式）を当該申し込みに係る者の希望により貸与する。 

３ 見守り安心カード事業登録者台帳については、これに記載すべき情報を記録した電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）の作成をもって、その作成に代えることができる。この場合においては、当該

電磁的記録に記録された情報を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに

表示されるようにしておかなければならない。 
 

 （情報の提供） 

第５条 市長は、前条の規定により登録をした者（以下「登録者」という。）に対する

保護等を行おうとする者から問い合わせがあったときは、前条第２項の規定により登
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録し、及び管理する見守り安心カード事業登録者台帳に基づき、必要な情報の提供を

適切に行うものとする。 
 

 （登録の取消し及びカード等の返還） 

第６条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消す

ものとする。 

 ⑴ 第３条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。 

 ⑵ 本人から辞退の申出があったとき。 

２ 登録者は、前項の規定により、その登録を取り消されたときは、速やかにカード等

を市長に返還しなければならない。 
 

（登録の有効期間及び更新） 

第７条 登録の有効期間は、第４条の規定により登録をした日から登録者の誕生日の属

する月の末日までとする。 

２ 登録者は、前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を希望するときは、原則とし

て有効期間満了の日までに、見守り安心カード事業登録申込書兼更新届により、市長

に届け出なければならない。 

３ 第４条第２項の規定は、前項の規定による登録の更新について準用する。 
 

（関係機関との連携） 

第８条 市長は、警察、消防等関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円

滑な推進を図るものとする。 
 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 


